
ン
ボ
イ
ス
発
行
事
業
者
に
お

い
て
は
イ
ン
ボ
イ
ス
の
交
付

義
務
が
課
さ
れ
、
ま
た
買
い
手
事
業

者
に
お
い
て
は
イ
ン
ボ
イ
ス
の
保
存

を
条
件
に
仕
入
税
額
控
除
が
認
め
ら

れ
て
い
ま
す
。

　

今
回
は
、
イ
ン
ボ
イ
ス
の
交
付
義

務
が
免
除
さ
れ
る
ケ
ー
ス
、
イ
ン
ボ

イ
ス
の
保
管
が
な
く
て
も
仕
入
税
額

控
除
が
認
め
ら
れ
る
ケ
ー
ス
に
つ
い

て
説
明
し
ま
す
。

イ
ン
ボ
イ
ス
交
付
義
務
が 

免
除
さ
れ
る
ケ
ー
ス

　

イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
事
業
者
は
、
買

い
手
で
あ
る
課
税
事
業
者
か
ら
求
め

ら
れ
た
場
合
に
は
、
イ
ン
ボ
イ
ス
を

交
付
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

た
だ
し
、
次
の
取
引
に
つ
い
て

は
、
イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
事
業
者
が
行

う
事
業
の
性
質
上
、
適
格
請
求
書
を

交
付
す
る
こ
と
が
困
難
な
た
め
、
適

格
請
求
書
の
交
付
義
務
が
免
除
さ
れ

て
い
ま
す
。

①
公
共
交
通
機
関
に
よ
る
旅
客
の
運

送
　

船
舶
、
バ
ス
ま
た
は
鉄
道
等
の
公

共
交
通
機
関
に
よ
る
、
１
回
の
取
引

の
税
込
価
額
が
３
万
円
未
満
の
旅
客

の
運
送
に
つ
い
て
は
、
交
付
義
務
が

免
除
さ
れ
て
い
ま
す
。

②
卸
売
市
場
を
通
じ
た
委
託
販
売

　

卸
売
市
場
法
に
規
定
す
る
中
央
卸

売
市
場
や
地
方
卸
売
市
場
等
に
お
い

て
、
卸
売
業
者
が
卸
売
の
業
務
と
し

て
出
荷
者
か
ら
委
託
を
受
け
て
行
う

生
鮮
食
料
品
等
の
販
売
は
、
適
格
請

求
書
を
交
付
す
る
こ
と
が
困
難
な
取

引
と
し
て
、
出
荷
者
等
か
ら
生
鮮
食

料
品
等
を
購
入
し
た
事
業
者
に
対
す

る
適
格
請
求
書
の
交
付
義
務
が
免
除

さ
れ
ま
す
。

　

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
生
鮮
食
料

品
等
を
購
入
し
た
事
業
者
は
、
卸
売

業
者
等
が
作
成
す
る
一
定
の
書
類
を

保
存
す
る
こ
と
が
仕
入
税
額
控
除
の

要
件
と
な
り
ま
す
。

③
農
協
等
を
通
じ
た
委
託
販
売

　

組
合
員
で
あ
る
生
産
者
が
農
業
協

同
組
合
、
漁
業
協
同
組
合
ま
た
は
森

林
組
合
等
に
委
託
し
て
行
う
無
条
件

委
託
方
式
（
出
荷
し
た
農
林
水
産
物

に
つ
い
て
、
売
値
、
出
荷
時
期
、
出

荷
先
等
の
条
件
を
付
け
ず
に
販
売
を

委
託
）
か
つ
共
同
計
算
方
式
（
そ
の

農
林
水
産
物
の
種
類
、
品
質
、
等
級

そ
の
他
の
区
分
ご
と
に
平
均
し
た
価

格
を
も
っ
て
算
出
し
た
金
額
を
基
礎

と
し
て
精
算
）
に
よ
る
一
定
の
農
林

水
産
物
の
販
売
は
、
イ
ン
ボ
イ
ス
の

交
付
義
務
が
免
除
さ
れ
ま
す
。

　

こ
の
場
合
、
農
林
水
産
物
を
購
入

し
た
事
業
者
は
、
農
協
等
が
作
成
す

る
一
定
の
書
類
を
保
存
す
る
こ
と
が

第10回

税理士法人 SBL 代表社員／税理士
行政書士／ CFP®

八木 正宣

イ

2023年10月制度スタート！

インボイスインボイスのの情報提供情報提供
きっかけトークきっかけトーク

イ
ン
ボ
イ
ス
の
交
付
が

免
除
さ
れ
る
も
し
く
は

保
存
が
不
要
な

ケ
ー
ス
も
ご
ざ
い
ま
す

2023年10月から開始予定のインボイス制度。本連載ではお客様への情報提
供の際に押さえておくべきポイントをきっかけトークとともに解説します。
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仕
入
税
額
控
除
の
要
件
で
す
。

④
自
動
販
売
機
に
よ
る
商
品
の
販
売

　

代
金
の
受
領
と
資
産
の
譲
渡
等
が

完
結
す
る
自
動
販
売
機
及
び
自
動
サ

ー
ビ
ス
機
に
よ
り
行
わ
れ
る
、
３
万

円
未
満
の
飲
食
料
品
の
販
売
や
、
コ

イ
ン
ロ
ッ
カ
ー
、
コ
イ
ン
ラ
ン
ド
リ

ー
等
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
、
金
融
機
関

の
Ａ
Ｔ
Ｍ
に
よ
る
入
出
金
や
振
込
サ

ー
ビ
ス
等
に
つ
い
て
は
、
イ
ン
ボ
イ

ス
の
交
付
義
務
が
免
除
さ
れ
ま
す
。

⑤
郵
便
切
手
類
の
販
売

　

郵
便
ポ
ス
ト
に
差
し
出
さ
れ
る
郵

便
・
貨
物
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は
、

イ
ン
ボ
イ
ス
の
交
付
義
務
が
免
除
さ

れ
ま
す
。

⑥
少
額
な
値
引
き
等
の
場
合

　

イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
事
業
者
が
、
国

内
で
行
っ
た
課
税
資
産
の
譲
渡
等
に

つ
い
て
、
返
品
や
値
引
き
等
の
売
上

に
係
る
対
価
の
返
還
等
を
行
っ
た
場

合
に
は
返
還
イ
ン
ボ
イ
ス
の
交
付
義

務
が
あ
り
ま
す
。
た
だ
し
、
そ
の
値

引
き
等
の
金
額
が
税
込
１
万
円
未
満

で
あ
る
場
合
に
は
、
返
還
イ
ン
ボ
イ

ス
の
交
付
義
務
が
免
除
さ
れ
ま
す
。

　

例
え
ば
、
売
り
手
が
負
担
す
る
振

込
手
数
料
相
当
額
を
売
上
値
引
き
と

し
て
処
理
し
て
い
る
場
合
に
は
、
通

常
、
当
該
振
込
手
数
料
相
当
額
は
１

万
円
未
満
と
な
り
ま
す
の
で
、
当
該

売
上
値
引
き
に
係
る
返
還
イ
ン
ボ
イ

ス
の
交
付
義
務
が
免
除
さ
れ
ま
す

（
図
表
）。

イ
ン
ボ
イ
ス
の
交
付
が 

困
難
な
ケ
ー
ス

　

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
下
で
は
、
イ

ン
ボ
イ
ス
及
び
一
定
の
事
項
を
記
載

し
た
帳
簿
の
保
存
が
仕
入
税
額
控
除

の
要
件
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

た
だ
し
、
イ
ン
ボ
イ
ス
の
交
付
を

受
け
る
こ
と
が
困
難
な
次
の
㋐
〜
㋕

の
取
引
に
つ
い
て
は
、
イ
ン
ボ
イ
ス

の
保
存
が
な
く
て
も
、
帳
簿
の
み
の

保
存
で
仕
入
税
額
控
除
の
適
用
が
認

め
ら
れ
ま
す
。

㋐
イ
ン
ボ
イ
ス
の
交
付
義
務
が
免
除

さ
れ
る
、
前
記
①
④
⑤
に
掲
げ
る
取

引㋑
簡
易
イ
ン
ボ
イ
ス
の
記
載
事
項
を

満
た
す
入
場
券
等
が
、
使
用
の
際
に

回
収
さ
れ
る
取
引

㋒
古
物
営
業
、
質
屋
ま
た
は
宅
地
建

物
取
引
業
を
営
む
者
が
イ
ン
ボ
イ
ス

発
行
事
業
者
で
な
い
者
か
ら
棚
卸
資

産
を
取
得
す
る
取
引

㋓
イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
事
業
者
で
な
い

者
か
ら
再
生
資
源
ま
た
は
再
生
部
品

（
棚
卸
資
産
に
限
る
）
を
購
入
す
る

取
引

㋔
従
業
員
等
に
支
給
す
る
通
常
必
要

と
認
め
ら
れ
る
出
張
旅
費
・
宿
泊

費
・
日
当
・
通
勤
手
当
等

㋕
基
準
期
間
（
２
期
前
）
に
お
け
る

課
税
売
上
高
が
１
億
円
以
下
ま
た
は

特
定
期
間
（
前
年
度
開
始
の
日
以
後

６
ヵ
月
の
期
間
）
に
お
け
る
課
税
売

上
高
が
５
千
万
円
以
下
の
事
業
者

が
、
令
和
５
年
10
月
１
日
か
ら
令
和

11
年
９
月
30
日
ま
で
の
間
に
行
う
税

込
１
万
円
未
満
の
課
税
仕
入
れ

取引先に
伝えたい
ポイント

  郵便切手の購入、３万円未満の公共交通機関
による旅費や自動販売機等での商品の購入等
に係る仕入税額控除については、インボイス
の保存は不要となっている

  商慣行として、代金支払時に振込手数料を差
し引く取引については、少額な返還インボイ
スに該当し、返還インボイスの交付義務が免
除される

●返還インボイスが不要なケース

振込手数料相当額を
差し引いて支払買い手 売り手

➡値引き等が1万円未満である場合、
　返還インボイスの交付が不要

返還インボイス
の交付不要

出所：国税庁 HP
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